
【控除限度額】(a) 寄附金額が、年間総所得額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額。

寄附金による税額軽減の例 (控除対象外2,000円 )
所得税の軽減額　(a) ×所得税の税率

所得金額 (税率 ) 300万円(10%) 500万円(20%) 700万円(23%) 1,000万円(33%)

寄附金額
(寄附金控除対象 (a))

  50,000 円
(48,000 円 ) 4,800 円 9,600 円 11,040 円 15,840 円

 300,000 円
(298,000円) 29,800 円 59,600 円 68,540 円 98,340 円

新潟大学サポーター連携推進室
お問合せ先

WEBサイトはこちら〒 950-2181
新潟市西区五十嵐 2 の町 8050

TEL 025-262-5651・6010・6356
MAIL kikinjimu@adm.niigata-u.ac.jp
WEB https://donation.nu.niigata-u.ac.jp/

FAX 025-262-7796 ( 電話受付 9:00~17:00 土日祝日除く)

遺贈・相続財産によるご寄附

ご寄附お申込み方法

新潟大学WEBサイト内「寄附・サポート」ページ上のお申
込みフォームによりお手続きすることができます。 ご入金方
法は以下から選択いただけます。

インターネットから

新潟大学では、皆さまからの遺贈や相続財産によるご寄附
を受け付けています。いただいたご寄附は、学生の学びや
研究環境の充実、病院運営の支援などに活用され、未来を
担う人材の育成につながります。

ご寄附のかたち

遺言により、ご自分の築き上げられた財産を特定の方々に
寄附することを遺贈といいます。この方法で所有しておられ
る資産の一部を、新潟大学に遺贈したいとお考えの方のた
め、高度な専門性と豊富な経験を有する銀行等と提携し、
その手続きの便宜を図るものです。

遺贈によるご寄附

故人のご遺志、ご遺族の意思に沿って、相続された財産から
本学へ寄附することができます。相続税の申告期限内にご寄
附をいただき、本学が発行する領収書及び財産の寄附を受
けた証明書を申告の際に提出されることで、ご寄附された財
産分については非課税の承認を受けることができます。

相続財産によるご寄附

● クレジットカード
● ネットバンキング (Pay-easy 利用 )

● 銀行振込（お申込み後に「振込用紙」を郵送いたします。）
● 郵便振替 ( お申込み後に「払込取扱票」を郵送いたします。本紙別添の「払込取扱票」と同じものです。)

● コンビニ決済 (お申込み後に発券される番号等により各店舗でご入金いただけます。)

領収書の発行
お振込み確認後、領収書をご送付させていただきます。金融機関でお振
込みの場合は、当該金融機関より本学へ振込み通知が届き次第、発行
手続を行ないますので、1~2週間程度で領収書をお届けいたします。

個人情報の取り扱い
ご寄附により取得した個人情報に関しましては、「国立大学法人新潟大学個人情報の管理
に関する規程」及び「新潟大学ホームページ・プライバシーポリシー」に沿って適切にお
取り扱いいたします。

本紙別添の「払込取扱票」に必要事項をご記入いただき
取込払「。すまげ上し申い願おを金入ごで局便郵のり寄最

扱票」は、「新潟大学まなび応援基金」と「新潟大学研究
等支援基金」は同じ様式、「新潟大学基金」は別様式です。

郵便振替
現金でのご寄附、遺贈や相続寄附をお考えの方、インターネット
を利用しないお手続きをご希望の方は、 サポーター連携推進室まで
ご連絡をお願い申し上げます。

その他の方法

みずほ信託銀行株式会社新潟支店
〒951-8674 新潟県新潟市中央区西掘通6番町 867-4 　NEXT21ビル内
TEL:025-223-5191
株式会社第四北越銀行 (提携先 :朝日信託、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行)
〒 951-8066 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071-1
TEL:0120-86-4464 (コールセンター)
三井住友信託銀行株式会社 新潟支店
〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通6番町 1178-1
TEL:025-224-2111
READYFOR株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町8 　住友不動産一番町ビル 7階 
TEL:0120-948-313

提携先

一般社団法人大学寄附遺贈協会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番1号　 丸の内センタービル17階
TEL: 03-6289-9780

連携先

@saporen_shindai

本学では様々な方法でご寄附をお受けいたしておりますので、 下記詳細をご覧ください。

新潟大学へのご寄附は、法人税法、所得税法
による税法上の優遇措置が受けられます。

寄附金に対する税法上の優遇措置

●「新潟大学基金」へのご寄附は「所得控除」による優遇措置を受けられます。
本学からお送りする「寄附金領収書」を添付して、確定申告により手続を行なってください。

●「新潟大学まなび応援基金」「新潟大学研究等支援基金」へのご寄附は「税額控除」と「所得控除」 のいずれかを選択できます。
本学からお送りする「寄附金領収書」及び「税額控除対象法人証明書(写)」を添付して、確定申告により手続を行なってください。
※詳細については、お近くの税務署または担当の税理士にお問合せください。

所得税の優遇措置

各寄附者の所得税率に関係なく所得税額から直
接寄附金額の約4割を控除
寄附金額を基礎とした控除額を税率に関係なく税
額から直接控除されるため、小口の寄附にも減税
効果が大きくなります。

税額控除

【控除限度額】(a) 寄附金額が、年間総所得額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額。

寄附金による税額軽減の例 (控除対象外2,000円 )
寄附金額

（寄附金控除対象額 (a))
円 000,05 

(48,000 円 )
円  000,003    

(298,000円 )
所得税の軽減額
(a) × 40%    19,200円   119,200円

住民税の軽減の例　寄附金額50,000円の場合
寄附金控除対象額 (a)48,000円 (控除対象外2,000円 )
[ 都道府県税 ](a)×4%　48,000円×4%=1,920円　[市町村税 ](a)×6%　48,000円×6%=2,880円

寄附をした翌年の1月1日現在、新潟県内
にお住まいの方は、寄附した年の翌年の個
人住民税が10%軽減されます。

個人住民税

各寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて控除額を決定
所得控除を行なった後に所得税率をかけるため、
所得税率が高い方が減税効果が大きくなります。
所得税率は各人の収入により5～ 45%の範囲で
変動します。

所得控除

所得税法第78条第2項第2号地方自治体の条例個人からの寄附

法人税法第37条第3項第2号

●「新潟大学基金」「新潟大学まなび応援基金」「新潟大学研究等支援基金」への
ご寄附とも全額損金算入が可能です。

法人からの寄附

本学からお送りする「道府県民税・市町村民税控除申告書」に
「寄附金領収書」を添付して、翌年3月15日までに、お住まいの市
町村税務窓口等で申告を行なってください。

❷個人住民税のみの控除 を受けようとする場合

「新潟大学基金」へのご寄附については「寄附金領収書」を、「新潟大
学まなび応援基金」「新潟大学研究等支援基金」へのご寄附につい
ては、本学からお送りする「寄附金領収書」「税額控除対象法人証明書
(写)」を添付して、翌年3月15日までに、確定申告を行なってください。
※確定申告を行なうと、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。

❶所得税と個人住民税の控除を受けようとする場合

寄附金控除を受けるには
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